

指定の紙おむつ事業者がご自宅にお届けいたします。
○対象者　申請時にすべての要件を満たしている方
1 清瀬市に住民票があり、市内にお住まいの６５歳以上の方
※市内在宅でお過ごしの方への制度です。住民登録をしたまま市外に居住（親族宅等）している方や施設入所されている方、入院している方は対象外となります。

2 在宅で、身体上又は精神上の障害のため寝たきり又はこれに準ずる状態で常時おむつを使用している方
3  介護保険の要介護３以上に認定されている方
※介護保険証の交付が清瀬市以外の方は介護保険証の写しを添付してください。
4  住民税非課税の方
※未申告の方は申告後、申請をしてください。
※４・５月申請分は前年度課税状況で審査をします。
　　　　 ※住民税課税地が清瀬市外の方は、前住所地の非課税証明書を添付してください。
5 　生活保護を受給されていない方
○紙おむつの種類　市で作成した給付品一覧から給付限度内（１ヶ月６００点）まで選択できます。
○利用料　おむつ費用を１割負担でご利用いただけます。給付決定後、おむつ給付品一覧の中から品物を選び、市指定のおむつ取扱い事業者に直接注文をしてください。受給者負担金は注文した事業者に直接お支払いください。
（１ヶ月の合計点数が６００点を超えた分の費用に関しては、全額利用者のご負担となります。１点あたり10円で換算）
○申請方法　清瀬市福祉子ども部福祉総務課に、所定の申請書で申請してください。
申請締切り日は、毎月、２５日です。（郵送の場合２５日必着）
○給付決定　該当要件を審査し、給付決定通知書により通知します。
　　　　　　（その際、利用にあたっての詳細を同封いたします。）

　　　　　　給付開始は、申請月の翌月からとなります。但し、申請締切り日を過ぎた場合については原則、翌々月からの給付となります。

清瀬市ねたきり高齢者紙おむつ給付事業のご案内








問い合わせ先   


　清瀬市　福祉子ども部　福祉総務課　福祉総務係　（本庁１階　５番窓口）　　


電話　０４２－４９７－２０５６


　詳細や不明な点は、お手数ですが担当係へお問い合わせ下さい。








（令和６年６月1日　福祉総務係）

